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１ とぴっくす 

ＤＸを推進します

■事業内容 

犬山市の実情を踏まえ、今後のＤＸ推進に向けた展望、必要な

事項などを整理していく上で、デジタル技術を活用した「市民・

事業者への新たなサービスの創出や、既存サービスの改善・促進

の検討」のほか、ＤＸに関する意識醸成を目的とした「職員研修」、

市役所業務の効率化に向けた「情報収集」を実施。 

事業実施にあたり、犬山の実情に即した具体的なＤＸ推進の

提案を受けるため、事業者から、本市専属の担当者を定期的に庁

内に配置（＝外部人材の活用）。 

■事業費（今回補正予算計上） 

ＤＸ推進支援業務委託 ４４０千円 

■スケジュール（予定） 

 

 

 

■その他 

・外部人材は、業務期間中、毎月２回程度来庁予定です。 

令和６年 １０月 業務委託契約 

令和７年 １月 職員研修 

 ３月 今後のＤＸ推進に係る提案 

犬山市では「来なくてよい市役所」をはじめとした市民サ

ービスの向上及び庁内業務の効率化を目指し、積極的にＤＸ

を推進しています。 

ＤＸの推進は、市民が行う行政サービスに伴う負担や手間

などの軽減のほか、増加・複雑化する行政事務効率を高め、

業務改善につなげることで、市民サービスの更なる充実を図

ることを目的としています。 

ＤＸを進めるためには専門的な知識とスキル、新しい視点

が必要と考えられることから、新たに外部人材を活用し、迅

速なプロジェクト推進を図るため補正予算を計上します。 

1



 

 

羽黒地区に新たな地域活動の拠点を整備します

■事業内容 

地域活動の拠点施設としての改修工事及び備品購入 

（主な改修内容）多目的スペース、トイレなど 

（主な購入備品）事務用机及び椅子、折り畳み机など 

■事業費（今回補正予算計上分） 

・改修工事請負費 ６４，０２０千円 

・改修工事監理業務委託料 ２，２８８千円 

・備品購入費 ４，４００千円 

■スケジュール（予定） 

 

 

 

■その他 

・羽黒地区コミュニティ推進協議会や羽黒地区の住民をはじめ、

南部公民館・市民文化会館利用者や、隣接の子ども未来園に通う

親子など、より多くの市民の利活用を見込んでいます。 

令和６年 １０月 改修工事受注者決定 

 １１月 改修工事着手 

  拠点施設関連条例議案提出 

令和７年 ３月 工事完了・備品納品完了 

 ４月 拠点施設供用開始 

令和５年度から南部公民館１階の旧レストランスペースを

羽黒地区における新たな地域活動の拠点するため、地域の

方々と利活用方法などの話し合いを重ねた後、実施設計を行

いました。 

令和７年度の供用開始に向けて改修工事に着手します。 
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城東中学校整備基本設計に着手します

＜参考＞ 城東中学校整備にあたっての考え方 

⚫ 城東中学校・城東小学校の整備にあたっては、小中学校一体の

学校整備は行わず、城東中学校、城東小学校各々を整備します。 

⚫ 令和４年度に、両校の校舎と体育館の耐力度調査（※）を実施

したところ、城東中学校の一部校舎（北舎西側・南舎西側）が

「建替え」、それ以外の建物は「長寿命化」という結果となり

ました。この結果を踏まえ、「建替え」対象となる建物がある

城東中学校を先に整備（建替え・長寿命化・グラウンド造成）

します。 

（※）耐力度調査：建物の劣化度を確認し、「建替え」又は「長寿命化」を判断する調査 

 

 

 

 

 

＜凡例＞ 

赤色部分：建替え 

青色部分：長寿命化 

 

図 耐力度調査結果 

犬山市では、小中学校施設の長寿命化計画に基づき学校の

整備を進めており、現在工事中の犬山南小学校に続き、城東

中学校の整備を計画しています。 

城東中学校の整備にあたっては、今年度より着手している

整備方針をまとめた基本構想策定の後、基本設計業務を受注

する業者を選定するためのプロポーザルを実施し、令和７年

度に基本設計に着手する予定です。 

また、基本構想の策定作業と並行し、基本設計に必要とな

るアスベスト事前調査と敷地測量を実施します。 
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■事業内容（今回補正予算計上分） 

・校舎（北舎・南舎）のアスベスト事前調査 

・学校敷地の測量調査 

・基本設計プロポーザルの実施 

■事業費（今回補正予算計上分） 

・アスベスト事前調査委託 ２，７８３千円 

・敷地測量調査委託 ４，５４３千円 

・プロポーザル実施費用 １２２千円 

（審査委員の報酬・旅費） 

・整備基本設計委託 ４１，３７１千円 

■スケジュール（予定） 

■その他 

・基本構想を策定する上で、学

校整備に関し広く意見をきく

ために学校関係者をはじめ、

保護者、地区・地域の代表者等

で構成する城東中学校・城東

小学校の改修に向けた検討会

を設立し、ワークショップを

実施しています。 

・今後は、城東中学校の保護者

向けアンケートを実施していく予定です。 

令和６年 １０月 アスベスト事前調査 

学校敷地測量 

 １２月 基本構想策定 

令和７年 １月 基本設計プロポーザル 

募集開始・第１回審査 

 ２月 同プロポーザル 第２回審査 

 ３月 同プロポーザル 第３回審査 

 ４月 基本設計業務受注者決定・契約・着手 

令和８年度 実施設計 

令和９～１２年度 整備工事 

 
城東中学校（南舎） 
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五郎丸東一丁目地区における組合施行の      

土地区画整理事業に向けた調査に着手します

 

■事業内容 

・地区の現況及び課題の整理 

・まちづくりの基本方針、土地利用構想及び概算事業費等の 

検討 

・検討過程におけるまちづくり準備委員会及び勉強会の開催 

 

■事業費（今回補正予算計上分） 

・まちづくり基本調査業務委託料 １３，３２１千円 

■スケジュール（予定） 

 

※まちづくり準備委員会及び勉強会は、適宜開催 

 

令和６年度 まちづくり基本調査 

令和７年度 発起人会の結成（仮同意書の収集） 

国道 41 号南側に位置する五郎丸東一丁目地区は、国道 41

号６車線化の効果を活かし、商業施設の立地や定住人口の確

保に繋げるため、犬山市都市計画マスタープランにおいて、

市街化区域編入による住居系市街地の形成を検討する地区

に位置づけています。 

また、当該地区で計画された道の駅の白紙に伴い、組合施

行の土地区画整理事業による住居系の市街化区域への編入

を目指し、本年６月に当該地区の地権者等を対象に第１回ま

ちづくり勉強会を開催するとともに、地権者等で組織される

「まちづくり準備委員会」への参加者募集を行い、８月に第

１回準備委員会を開催するに至りました。 

このように地権者等との取り組みを継続的に実施し、地権

者等のまちづくりに対する理解や機運を高め、土地区画整理

事業に向けた調査に着手します。 
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■対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

＜凡例＞ 

部分：五郎丸東一丁目 
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多文化交流マルシェを開催します

■事業内容 

市内で飲食店を経営する外国人が出店する飲食ブースや、外

国人市民による民芸品販売コーナーなどのマルシェ開催 

(1)名称     多文化交流マルシェ 

(2)開催日   １１月２４日（日） １０時～１７時（予定） 

(3)会場     犬山駅東 からくり時計広場 

(4)主催     犬山市  

(5)ブース数  ５～15（予定） 

 

■その他 

・市主催としては今回が初開催です。 

・出展者等の詳細は、現在計画中です。 

 

世界各国の様々な文化や国際色豊かな食を知ることで、外

国人市民、市民、行政の距離を縮めて理解を深めることがで

きる機会として多文化交流マルシェを開催します。 

愛知県の「あいち多文化共生月間」に合わせて開催し、市

内には外国人が経営する様々なお店があること、多様な市民

がいるということを多くの市民に知ってもらう契機とし、

様々な国にルーツを持つ人たちと共に暮らすことができる

地域づくりを進めていきます。 
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２ ９月定例議会日程（案） 

 

 

 
曜日 開議時刻 摘　　　　　要

第 １ 日 ９． ２ 月 午前１０時

○再　　開　　○会議録署名議員の指名
○議会期間の決定　○諸般の報告
〇議員派遣　　○議案上程説明
〇単行案件（変更契約）に対する議案質疑
　・委員会付託・討論・採決
〇請願の委員会付託　〇陳情の委員会送付

第 ２ 日 ３ 火 ○精　　読

第 ３ 日 ４ 水 ○精　　読

第 ４ 日 ５ 木 ○精　　読

第 ５ 日 ６ 金 午前１０時 ○一般質問

第 ６ 日 ７ 土 ○休　　会

第 ７ 日 ８ 日 ○休　　会

第 ８ 日 ９ 月 午前１０時 ○一般質問

第 ９ 日 １０ 火 午前１０時 ○一般質問

第 １０ 日 １１ 水 午前１０時 ○一般質問

第 １１ 日 １２ 木 午前１０時 ○議案質疑

第 １２ 日 １３ 金 午前１０時 ○議案質疑　　○委員会付託

第 １３ 日 １４ 土 ○休　　会

第 １４ 日 １５ 日 ○休　　会

第 １５ 日 １６ 月 ○休　　会

第 １６ 日 １７ 火 ○全員協議会

第 １７ 日 １８ 水 ○部門委員会

第 １８ 日 １９ 木 ○部門委員会

第 １９ 日 ２０ 金 ○部門委員会

第 ２０ 日 ２１ 土 ○休　　会

第 ２１ 日 ２２ 日 ○休　　会

第 ２２ 日 ２３ 月 ○休　　会

第 ２３ 日 ２４ 火 ○休　　会

第 ２４ 日 ２５ 水 午前１０時
○委員長報告
○同報告に対する質疑
○討　　論　　○採　　決

議会期間　２４日間 （９月２日(月)～２５日(水)）

日　次 月　日
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３ 提出案件数一覧 

 

提出案件数一覧表 

 
 

区 分 件 数 

１ 条  例 
１３ 

（制定１、廃止２、一部改正１０） 

２ 単  行 ６ 

３ 人  事 ２ 

４ 補正予算 
８ 

（一般会計１、特別会計５、企業会計２） 

５ 決  算 
３ 

（一般会計・特別会計１、企業会計２） 

６ 報  告 １ 

計 ３３ 
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令和６年９月定例議会 提出議案一覧表 

 

令和６年９月２日  

 

第６６号議案  犬山市心身障害児通園通学費支給条例の廃止について 

第６７号議案  犬山市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の廃

止について 

第６８号議案  犬山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する条例の一部改正について 

第６９号議案  犬山市附属機関設置条例の一部改正について 

第７０号議案  公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正について 

第７１号議案  犬山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

第７２号議案  犬山市職員の退職手当支給条例の一部改正について 

第７３号議案  犬山市文化史料館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

第７４号議案  犬山市立保育園条例の一部改正について 

第７５号議案  犬山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

第７６号議案  中本町まちづくり拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

第７７号議案  犬山市水道事業の設置等に関する条例及び犬山市下水道事業の

設置等に関する条例の一部改正について 

第７８号議案  工事請負契約の変更について（城東中学校南側多目的広場整備

工事） 

第７９号議案  財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

第８０号議案  市道路線の廃止について 

第８１号議案  市道路線の認定について 

第８２号議案  犬山市教育委員会委員の任命について 

第８３号議案  犬山市教育委員会委員の任命について 
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第８４号議案  令和６年度犬山市一般会計補正予算（第４号） 

第８５号議案  令和６年度犬山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第８６号議案  令和６年度犬山市犬山城費特別会計補正予算（第１号） 

第８７号議案  令和６年度犬山市木曽川うかい事業費特別会計補正予算（第１

号） 

第８８号議案  令和６年度犬山市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第８９号議案  令和６年度犬山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第９０号議案  令和６年度犬山市水道事業会計補正予算（第１号） 

第９１号議案  令和６年度犬山市下水道事業会計補正予算（第１号） 

第９２号議案  令和５年度犬山市一般会計及び特別会計の決算の認定について 

第９３号議案  令和５年度犬山市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決

算の認定について 

第９４号議案  令和５年度犬山市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び

決算の認定について 

第９５号議案  犬山市特別職の職員の給与に関する条例の特例を定める条例の

制定について 

第９６号議案  工事請負契約の変更について（（仮称）新橋爪・五郎丸子ども

未来園建築工事（その１）） 

第９７号議案  工事請負契約の変更について（（仮称）新橋爪・五郎丸子ども

未来園建築工事（その２）） 

報告第 ８ 号  令和５年度犬山まちづくり株式会社決算等について 
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４ 条例案件等 
 

教育部 学校教育課 

《廃止》 

○ 犬山市心身障害児通園通学費支給条例の廃止について（第６６号議案） 

 

【趣旨】 

  犬山市心身障害児通園通学費の支給に関し、所期の目的を達成したことに伴い、

条例を廃止するもの。 

 

【犬山市心身障害児通園通学費】 

〈内容〉 

   下記に該当する心身障害児（知的障害児及び身体障害児）に通園通学費（交通

費）を支給する。 

 （１）知的障害児通園施設又は肢体不自由児施設に措置された児童 

 （２）特別支援学校に通学している児童生徒 

〈支給実績〉 

   昭和４６年度、昭和４７年度、昭和４８年度の３年度のみ。 

 

【条例制定の背景】 

  近隣に心身障害児が通園する施設が開所したことを背景に、福祉の増進を図るた

め本条例を制定した。 

  昭和４３年６月 心身障害者コロニー開所（春日井コロニー） 

  昭和４４年４月 春日台養護学校開校（平成２６年に春日台特別支援学校に名称変更） 

  昭和４６年７月 春日台授産所（知的障害者授産施設）開所 

  昭和４８年３月 心身障害者コロニー（現・愛知県医療療育総合センター）総合完成式 

  昭和４８年４月 愛知県立一宮養護学校開校（小・中学部設置） 

 

【廃止する経緯】 

  令和５年１１月定例議会において、別の事業である市の「特別支援教育就学奨励

費」（障害のある児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品費や給食

費等を援助する制度）について、「国や県の区分では定められているが、市では通

学費（交通費）を支給されていないのはなぜか」との質問があり、特別な支援を必

要とする児童生徒の通学費について、支援制度の見直しを行うこととした。 

  この結果、本条例による通園通学費の支給対象者については、下記のとおり他の

制度により賄うことができると判断した。 

 （１）知的障害児通園施設又は肢体不自由児施設に措置された児童 

    →措置により施設利用する場合は、措置費として支給 

 

（次ページにつづく） 
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 （２）特別支援学校に通学している児童生徒 

    →県の「特別支援教育就学奨励費」の支給対象 

     ※市内在住の児童生徒であっても、特別支援学校に通う児童生徒について

は県の特別支援教育就学奨励費の対象となる。 

 

【その他】 

  現在、本条例による通園通学費の支給対象者はいない。 

 

【施行日】 

  公布の日 
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健康福祉部 健康推進課 

《廃止》 

○ 犬山市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の廃止について 

（第６７号議案） 

 

【趣旨】 

  犬山市訪問看護ステーションの用途を廃止するため、条例を廃止するもの。 

 

【内容】 

  令和５年度まで犬山市訪問看護ステーションの委託先であった尾北医師会から、

事情により訪問看護事業を令和６年度以降、受託できないとの申し出があったこと

に加え、民間事業所によるサービス提供により需要が満たせると判断できることか

ら、令和６年４月３０日をもって同施設の運営を終了したことに伴うもの。 

 

【その他】 

  訪問看護ステーションの用途廃止後の建物等の利活用については、今後検討を行

う。 

 

【施行日】 

  公布の日 
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市民部 市民課 

健康福祉部 福祉課 

《一部改正》 

○ 犬山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

の一部改正について（第６８号議案） 

 

【趣旨】 

  国の法律（※）の改正等に伴い、条例の一部を改正するもの。 

  ※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。） 

 

【内容】 

 ①マイナンバーの独自利用事務の一部削除 

   生活保護法に準じて行う外国人の保護に関する事務について、これまでは法に

より市が条例で定めることとされる「個人番号を独自に利用することができる事

務（独自利用事務）」とされていたが、法改正（令和６年５月２７日施行）によ

り「国が個人番号を利用することができる事務として主務省令で定めるもの（準

法定事務）」となったことに伴い、条例で定める独自利用事務から当該事務を削

除する。 

 

 ②引用する条文に項ずれが生じたため、所要の改正を行う。 

 

【施行日】 

 ①公布の日 

 ②上記項ずれに係る法改正の施行の日 
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経営部 総務課 

《一部改正》 

○ 犬山市附属機関設置条例の一部改正について（第６９号議案） 

 

【趣旨】 

  犬山市住居表示審議会を廃止するため、条例の一部を改正するもの。 

 

  次の市長の附属機関を廃止する。 

名 称 担任する事務 委員の定数 委員の任期 

犬山市住居表示

審議会 

市長の諮問に応じ、住居表示の

実施に関する重要事項について

調査及び審議する。 

２５人以内 ２年 

 

【背景・目的】 

  議員の附属機関等の委員就任に対する申入れ（令和６年４月５日付け６犬議第２

１号犬山市議会議長申入れ）を受け、上記審議会の存続の必要性を検討したとこ

ろ、現状、当市において「住居表示制度」の導入について検討していないことか

ら、同審議会を廃止する。 

 ※過去３０年以上審議会の開催実績なし。 

 

【住居表示制度】 

 ・住居表示 

   建物を特定するための住所の表記に「土地の地番」とは別の表記を用いること

により住所をわかりやすく表示するためのもので、その導入には「住居表示に関

する法律」に基づき条例の制定が必要となる。 

 ・県内の実施状況 

  近隣の一宮市、春日井市を含む全９自治体 

  ※住居表示に関する審議会の条例を制定している自治体は、上記自治体を除いて

は、当市と小牧市のみ。 

 

【施行日】 

  公布の日 
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経営部 総務課 

《一部改正》 

○ 公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正について（第７０号議案） 

 

【趣旨】 

  職員を派遣することができる団体の追加等のため、条例の一部を改正するもの。 

 

【内容】 

 ①派遣先団体の追加 

   役職定年制の導入（令和５年度）により、今後、役職定年を迎えた者を正規職

員として雇用継続するケースが増加すると見込まれることを背景に、法（※）に

基づく職員派遣の対象となる団体の精査及び本条例の規定の見直しを行った。 

   これにより、法に定める要件に該当すると判断される下記の４団体を派遣先の

対象として追加するとともに、情勢に合わせ迅速に対応できるよう個々の団体名

については規則で定めることとする。 

   ※公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法

律第５０号） 

  追加する団体 

  ・公益社団法人犬山市シルバー人材センター 

  ・一般社団法人パブリックワークス犬山市アメニティ協会 

  ・一般社団法人犬山市観光協会 

  ・愛知県尾張水害予防組合 

 

 ②派遣対象除外職員の追加 

   定年による退職の特例を受ける職員（当該職員の退職による欠員を容易に補充

することができない等の理由により定年退職日を超えて引き続き勤務させるも

の）は、公益的法人等へ派遣することが適当でないため、派遣対象の職員から除

外する。 

 

【施行日】 

  令和７年４月１日 
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経営部 総務課 

《一部改正》 

○ 犬山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について（第７１号議案） 

 

【趣旨】 

  国の法律（※）の改正に伴い、条例の一部を改正するもの。 

  ※ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号） 

 

【内容】 

  引用する条文に項ずれが生じたため、所要の改正を行うもの。 

 

【施行日】 

  令和７年４月１日 
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経営部 総務課 

《一部改正》 

○ 犬山市職員の退職手当支給条例の一部改正について（第７２号議案） 

 

【趣旨】 

  国の法律（※）の改正等に伴い、条例の一部を改正するもの。 

  ※ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号） 

 

【内容】 

 ①引用する条文の項ずれへの対応 

 ②字句修正等所要の改正 

 

【施行日】 

  令和７年４月１日（②の一部については、公布の日） 

 

19



 

 

教育部 歴史まちづくり課 

《一部改正》 

○ 犬山市文化史料館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

（第７３号議案） 

 

【趣旨】 

  犬山市文化史料館（以下「史料館」という。）の無料開放等について定めるた

め、条例の一部を改正するもの。 

 

【内容】 

 ①無料開放規定の新設 

   公益上の理由により史料館を終日無料で開放する日を設けるため、観覧料の納

付に係る例外規定を定める。 

   想定：文化財防火デー 

 

 ②観覧料を無料とする対象者の追加 

   「市長が特に指定した者」を観覧料の無料対象者として新たに加える。 

   想定：史料館への招待券を発行した者 

 

【施行日】 

  公布の日 
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健康福祉部 子ども未来課 

《一部改正》 

〇 犬山市立保育園条例の一部改正について（第７４号議案） 

 

【趣旨】 

  令和７年４月開園の（仮称）新橋爪・五郎丸子ども未来園（以下「新園」とい

う。）の名称、位置を定めるとともに、現在の「橋爪子ども未来園」及び「五郎丸

子ども未来園」を廃止するため、条例の一部を改正するもの。 

  あわせて以下の規則を改正し、新園の定員及び開園時間を定めるもの。 

 関連規則  犬山市立保育園条例施行規則 

 

【内容】 

  市内子ども未来園の施設の老朽化や多様化する保育ニーズに対応するため「子ど

も未来園の今後のあり方」（平成３０年１月策定）で、「保育機能の集約」や「子

ども未来園の統合」について検討を進めてきた。 

検討事項を踏まえ、「子ども未来園 施設整備１０ヶ年計画」（令和元年１１月

策定）にある、子ども未来園の施設整備における基本方針により、新園は、施設整

備の優先度の高い子ども未来園であり、効率的な園運営による保育サービスを提供

するため、統合により整備を進めている。 

  令和７年度子ども未来園入園に係る関係書類等配布時期（１０月予定）にあわせ

名称等を確定する必要があるため、今回条例等を改正するもの。 

 

 ○新園に関する条例等で定める内容 

項 目 内 容 

名 称 犬山
いぬやま

市立
しりつ

橋
はし

五子
ご こ

ども
ど も

未来
みらい

園
えん

 

位置（所在地） 犬山市橋爪東一丁目７７番地 

開園日 令和７年４月１日 

開園時間 
（平 日） 午前７時から午後７時まで 

（土曜日） 午前７時から午後６時まで 

定 員 

２０６人 

【内訳】 ０歳児    ：１５人 

１・２歳児  ：６６人 

３歳以上児  ：１２５人 

 ※開園時間及び定員は、「犬山市立保育園条例施行規則」で定める。 

 

                             （次ページに続く） 
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【その他】 

○ 各子ども未来園（認定こども園含む）定員一覧（単位：人） 

<改正前>                  <改正後> 

名称 0歳児 1･2歳児 3歳以上児 合計 

 

0歳児 1･2歳児 3歳以上児 合計 

上木 0 33 126 159 0 33 126 159 

丸山 0 18 126 144 0 18 126 144 

城東 0 30 126 156 0 30 126 156 

今井 0 5 18 23 0 5 18 23 

城東第2 0 39 126 165 0 39 126 165 

羽黒北 12 33 72 117 12 33 72 117 

羽黒 0 33 72 105 0 33 72 105 

羽黒南 9 33 72 114 9 33 72 114 

楽田 15 33 72 120 15 33 72 120 

楽田西 9 33 72 114 9 33 72 114 

楽田東 0 33 72 105 0 33 72 105 

五郎丸 15 33 72 120  

橋爪 0 33 72 105 

橋五  15 66 125 206 

合計 60 389 1,098 1,547 60 389 1,079 1,528 

※「0」表記は、「0歳児保育を実施していない」ことをいう。 

※「羽黒南子ども未来園」、「楽田東子ども未来園」は認定こども園の定員数を含む。 

 

○ 名称決定にあたり検討した事項 

 ・市内公立保育園（子ども未来園）の名称は、地区名を引用している。 

 ・地区名や学校区を引用した名称とすることで、市内全域のどの地域に位置するか

認識できる。 

   以上より、下記候補名称の中から決定した。 

 

  候補名称：橋五子ども未来園・犬山南子ども未来園・橋爪東子ども未来園 

  

【施行日】 

  令和７年４月１日 
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健康福祉部 福祉課 

《一部改正》 

○ 犬山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について（第７５号議案） 

【趣旨】 

災害弔慰金の支給対象である事実上婚姻状態にある者の支給順位を明確にするた

め、条例の一部を改正するもの。 

【内容】 

 ①災害弔慰金の支給を受ける遺族の範囲を定める規定と順位を定める規定との整合

を図る。 

 

 （改正前） 

対象者区分 弔慰金の支給 
支給順位 

（第４条第１項第２号） 

配偶者 
対象 

第１位 

事実上婚姻状態 規定なし 

 

 

配偶者 
対象 第１位 

事実上婚姻状態 

  ※事実上離婚状態にあった者を除く。  

災害弔慰金とは… 

  災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく市の条例の定めにより、政令で定める

災害により死亡した者の遺族（対象者に限る）に対し、死亡者１人当たり２５０万

円（死亡者が主たる生計維持者であった場合は、５００万円）を支給するもの（費

用の負担割合：国１／２、県１／４、市１／４）。 

 

 ②字句修正等所要の改正を行う。 

【その他】 

 災害弔慰金の支給実績はない。 

【施行日】 

  公布の日 

 

（改正後） 
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教育部 歴史まちづくり課 

《一部改正》 

○ 中本町まちづくり拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

（第７６号議案） 

 

【趣旨】 

  中本町まちづくり拠点施設（以下「拠点施設」という。）において使用すること

ができる場所（以下「使用場所」という。）の変更等のため、条例の一部を改正す

るもの。 

 

【内容】 

 ①使用場所の変更等 

  ・地域のまちづくり活動を支援するため、拠点施設の活動室及び交流サロンを改

修し、３０人程度が利用できる会議室とする。 

  ・市民からの使用の要望が多い広場を使用場所として新たに加えるとともに、こ

れを独占して使用する場合の手続について定める。 

 

 ②無料開放規定の新設 

   公益上の理由により拠点施設を終日無料で開放する日を設けるため、観覧料の

納付に係る例外規定を定める。 

   想定：文化財防火デー 

 

 ③観覧料を無料とする対象者の追加 

   「市長が特に指定した者」を観覧料の無料対象者として新たに加える。 

   想定：拠点施設への招待券を発行した者 

 

 ④使用場所の使用制限事項の追加 

   使用場所の使用について、市長が特別に許可した場合を除き、営利目的の使用

を制限する。 

 

【施行日】 

  公布の日（①については、令和７年４月１日） 
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都市整備部 水道課 

都市整備部 下水道課 

《一部改正》 

○ 犬山市水道事業の設置等に関する条例及び犬山市下水道事業の設置等に関する条

例の一部改正について（第７７号議案） 

 

【趣旨】 

  国の法律（※）の改正に伴い、条例の一部を改正するもの。 

  ※ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 

【内容】 

  引用する条文に条ずれが生じたため、所要の改正を行うもの。 

 

【施行日】 

  上記条ずれに係る法改正の施行の日 
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経済環境部 環境課 

《工事請負契約の変更》 

○ 工事請負契約の変更について（城東中学校南側多目的広場整備工事） 

（第７８号議案） 

 

【趣旨】 

  城東中学校南側多目的広場整備工事について、受注者との協議に基づき変更契

約を締結するもの。 

【内容】 

  令和６年２月定例議会で議決を得た工事請負契約について、変更契約を締結す

るため、議会の議決を求めるもの。 

○工 事 名 城東中学校南側多目的広場整備工事 

○議決を得た契約金額 １９１，９５０，０００円 

○変更後契約金額 ２０３，７２８，８００円 

〇変更による増額  １１，７７８，８００円 

○受 注 者 勝・アサイ特定建設工事共同企業体 

○主 な 変 更 内 容 事業用地に砂防指定地が含まれることから、愛知県と協

議を行った結果、雨水流出抑制対策の変更が必要となっ

たため工事内容を変更（グラウンド地盤高を下げる。）

するもの。発生する残土が増加し、予定していた市内の

残土処理場での受け入れが困難となったため、残土の処

理量及び運搬距離を変更するもの。 

※発生残土 ２１８㎥ → １，１１７㎥ 

※運搬距離 ６．７㎞ → １７．４㎞ 

〇そ の 他 １．上記変更に伴い工期延長 

             変更前工期 令和６年１２月２０日まで 

             変更後工期 令和７年２月２８日まで 

           ２．令和６年５月２８日付で変更契約締結 

             ２，６５４，３００円増額 

             （１１，７７８，８００円に含む） 

             公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置 
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消防本部 消防総務課 

《財産の取得》 

○ 財産の取得について（消防ポンプ自動車）（第７９号議案） 

 

【趣旨】 

 消防ポンプ自動車の老朽化に伴い更新購入するもの。令和６年５月３１日付けで

消防庁から緊急消防援助隊設備整備費補助金の交付決定を受けた。 

  （補助金額：１５，８８８，０００円、補助率：補助基準額の１／２） 

 

【内容】 

 犬山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３

９年条例第２号）第３条に基づき、議会の議決を求めるものである。 

 〇 購入金額 金４８，９５０，０００円 

 〇 受 注 者 名古屋市東区矢田南一丁目２番８号 

         株式会社モリタ 名古屋支店 

          支店長 土居 典生 

 〇 契約方法 指名競争入札 

 〇 執行年月日 令和６年７月５日 

 〇 入札参加者 ８者 

 〇 納 期 令和７年３月１４日まで 

〇 主要諸元 

    駆動方式：４輪駆動、操舵装置：パワーステアリング式 

変 速 機：マニュアルトランスミッション、乗車定員：５名  

取り付け装備品：消防ポンプ、真空ポンプ、多目的液晶ポンプ操作装置、 

三連はしご、電動ホースカー、ＡＥＤ、救急処置資器材 

 〇 主な用途 

   消防ポンプ自動車は消防ポンプを装備し、火災時には防火水槽や消火栓よ

り水を吸い上げ、前線で消火活動を行う消防車両へ送水することにより、放

水活動を継続することができる。 

  また救急自動車の支援活動のため、救急事案にも出動する。 

 

 

 

 

 

（車両イメージ） 
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教育部 学校教育課 

《犬山市教育委員会委員》 

○ 犬山市教育委員会委員の任命について（第８２号議案） 

 

【趣旨】 

犬山市教育委員会委員「渡邉 智治（わたなべ ともはる）」氏の任期満了（令

和６年９月３０日）に伴い、後任者を任命するに当たり、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定に基づき、議

会の同意を求めるもの。 

 

【後任者】（再任） 

住  所  ■ 

氏  名  渡邉 智治（わたなべ ともはる） 

生年月日  ■ 

任  期  任命の日から４年間 
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教育部 学校教育課 

《犬山市教育委員会委員》 

○ 犬山市教育委員会委員の任命について（第８３号議案） 

 

【趣旨】 

犬山市教育委員会委員「木澤 和子（きざわ かずこ）」氏の任期満了（令和６

年９月３０日）に伴い、後任者を任命するに当たり、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定に基づき、議会の

同意を求めるもの。 

 

【後任者】（再任） 

住  所  ■ 

氏  名  木澤 和子（きざわ かずこ） 

生年月日  ■ 

任  期  任命の日から４年間 
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経営部 総務課 

《制定》 

○ 犬山市特別職の職員の給与に関する条例の特例を定める条例の制定について 

  （第９５号議案） 

 

【趣旨】 

  市長、副市長及び教育長の給料月額を一定期間引き下げるため、特例条例の制定

を行うもの。 

 

【内容】 

  職員の懲戒処分等に対する管理監督責任として、令和６年１０月１日から同年１

２月３１日までの間、市長の給料月額を１０％引き下げ、副市長及び教育長の給料

月額を７％引き下げるもの。 

 

【引き下げ額（地域手当・期末手当含む）】 

  ◎ 全体（３ケ月分） 

    市 長   △５５７，７０７円 

    副市長   △３２３，７８５円 

    教育長   △２８７，４５０円 

     計  △１，１６８，９４２円 

 

【その他】 

  令和６年度犬山市一般会計補正予算（第４号）（第８４号議案）により、本件に

係る予算措置を併せて行う。 

 

【施行日】 

  令和６年１０月１日 
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健康福祉部 子ども未来課 

《工事請負契約の変更》 

○ 工事請負契約の変更について 

（仮称）新橋爪・五郎丸子ども未来園建築工事（その１）（第９６号議案） 

（仮称）新橋爪・五郎丸子ども未来園建築工事（その２）（第９７号議案） 

 

【趣旨】 

（仮称）新橋爪・五郎丸子ども未来園建築工事は、ZEB化に伴い、環境省が所管

する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の交付申請手続きのため、本体工事

分とZEB関連工事分に分けて、それぞれ「その１」「その２」としている。 

 ZEB関連工事の補助金交付申請手続きの中で、「その１（本体工事分）」に含ま

れている空気調和設備工事の一部（空調機器の室内機）が新たに補助対象として

認められることとなったため、請負契約金額について「その１（本体工事分）」

を減額し、「その２（ZEB関連工事）」を増額することで、補助対象経費の拡充を

図るもの。 

【内容】 

 令和５年１１月定例議会で議決を得た工事請負契約について、変更契約を締結 

するため、議会の議決を求めるもの。 

 

○工 事 名 （仮称）新橋爪・五郎丸子ども未来園建築工事（その１） 

〇受 注 者  矢作建設工業・シンエイライフ特定建設工事共同企業体 

○当初契約金額  １，１５９，３６５，５２３円 

〇変更後契約金額  １，１６１，７７４，９００円（第１回：市長専決分） 

〇変更による増額      ２，４０９，３７７円（第１回：市長専決分） 

○変更後契約金額  １，１４８，５５５，１００円（第２回：今回変更分） 

〇変更による減額     １３，２１９，８００円（第２回：今回変更分） 

〇変更による工期変更  おこなわない 

 

○工 事 名 （仮称）新橋爪・五郎丸子ども未来園建築工事（その２） 

〇受 注 者  矢作建設工業・シンエイライフ特定建設工事共同企業体 

○当初契約金額    １４４，１３４，４７７円 

〇変更後契約金額    １５７，３５３，９００円（第１回：今回変更分） 

〇変更による増額     １３，２１９，４２３円（第１回：今回変更分） 

〇変更による工期変更  おこなわない 

※ （その１）の変更による減額と（その２）の変更による増額との間には、金額の差異が 

あるが、当初契約金額に千円未満の端数を含むことに対し、変更後契約金額の算出にあ 

たり端数処理をしていることに起因する。            （次ページにつづく） 
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〇 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金について 

 

〇交付申請先   一般社団法人静岡県環境資源協会 

〇交付決定日   令和６年８月７日（申請日：令和６年５月９日） 

〇交付決定額   ７０，８７２，０００円 

〇そ の 他  補助対象事業完了後の令和７年２月に完了実績報告をし、交

付申請先の確定検査が実施された後、交付額が確定する。 
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５ 令和６年度９月補正予算について 

 

○ 予算規模 

 

 総予算（企業会計を含む） 

 

 １０億１８７万５千円を増額補正 

補正後予算額 → ５０２億５，４１５万６千円 

 （補正予算前予算と比較して２．０３％の増） 

 

 

 一般会計 

 

 ３億８，８５１万４千円を増額補正 

補正後予算額 → ２９２億６，００２万６千円 

 （補正予算前予算と比較して１．３５％の増） 

 

 

 特別会計 

 

 ６億４９８万４千円を増額補正 

補正後予算額 → １５１億７，３９６万４千円 

 （補正予算前予算と比較して４．１５％の増） 

 

 

 企業会計 

 

 ８３７万７千円を増額補正 

補正後予算額 → ５８億２，０１６万６千円 

 （補正予算前予算と比較して０．１４％の増） 
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27,807,800 28,871,512 388,514 29,260,026

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

6,794,307 6,807,659 109,201 6,916,860

犬 山 城 費
特 別 会 計

300,190 300,190 101,825 402,015

木 曽 川 う か い
事業費特別会計

63,854 63,854 0 63,854

介 護 保 険
特 別 会 計

5,540,767 5,540,767 382,874 5,923,641

後期高齢者医療
特 別 会 計

1,856,510 1,856,510 11,084 1,867,594

小　計 14,555,628 14,568,980 604,984 15,173,964

水 道 事 業 会 計 2,086,059 2,086,059 1,437 2,087,496

下水道事業会計 3,725,730 3,725,730 6,940 3,732,670

小　計 5,811,789 5,811,789 8,377 5,820,166

1,001,875 50,254,156

※ 水道事業会計及び下水道事業会計の予算額は、収益的収支の収入額と資本的収支の支出額の
　合計額です。

一 般 会 計

特
　
別
　
会
　
計

企
業
会
計

合　計 48,175,217 49,252,281

令和６年９月定例議会　会計別補正予算額一覧表

（単位：千円）

会計名 当初予算額
補正前の
予算額

補正予算額
補正後の
予算額
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◎ 一般会計補正予算（第４号）に計上した主な事業 

経営部 情報政策課 

《一般会計》 

○ ＤＸ推進支援業務（情報システム運用管理） 

補正予算要求額 ４４０千円  

 

【補正理由】 

市では「来なくてよい市役所」をはじめとした市民サービスの向上及び庁内業務の

効率化を目指し積極的にＤＸを推進している。ＤＸを推進することで、オンライン

申請などを促進させ、更なる市民サービスの向上や、増加・複雑化する行政事務の

負担が軽減することなどが期待される。 

しかしながら、ＤＸを進めるためには専門的な知識とスキル、新しい視点が必要と

考えられることから、新たに外部人材を活用し、迅速なプロジェクト推進を図るた

め補正予算を要求するもの。 

 

【内容】 

 外部人材を活用し、市民・事業者向けサービスの検討支援、新規サービスの創出、

既存サービスの改善・促進、職員向けＤＸ推進のための意識醸成研修、業務効率化に

向けた情報収集を行う。 

 

【効果】 

「市民サービスの向上」と「業務改革」が推進される。 

市民サービスを「より便利に、より簡単に、よりわかりやすく」することになり、

手続きの利便性の向上、業務の効率化が見込まれる。 

 

【その他】 

ＤＸ推進を中心とした市の目的は、「来なくてよい市役所」をはじめとした市民サ

ービスを「より便利に、より簡単に、よりわかりやすく」することで、市民の暮らし

を豊かにすること。ＤＸ推進を積極的に進めることで、市民が高い満足度を実感でき

る社会を創っていくことになる。 

 

（次ページへ続く） 
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【概略スケジュール】 

 令和６年１０月：業務委託開始 

 令和７年 １月：職員向けＤＸ推進のための意識醸成研修 

 令和７年 ３月：今後のＤＸ推進に係る提案 

 

【要求額の積算内容】 

 ＤＸ推進支援業務委託料  合計400,000円×1.1＝440,000円 

 （外部人材活用予定（月２回程度）） 
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市民部 地域協働課 

《一般会計》 

○ 羽黒地区拠点施設改修事業(まちづくり拠点施設営繕等) 

補正予算要求額 ７０，７０８千円  

 

【補正理由】 

羽黒地区における新たな地域活動の拠点とするため、南部公民館内の旧レストラン

スペースの活用方法等を地域の方々と検討し、実施設計を行った。令和７年度の供用

開始に向けて改修工事を実施するため補正予算を要求するもの。 

 

【内容】 

南部公民館内の旧レストランスペースを地域活動の拠点施設となるよう、多目的ス

ペース、トイレ等の改修工事を行う。 

 

【効果】 

 羽黒地区の新たな活動拠点施設として整備することで、羽黒地区コミュニティ推進

協議会や羽黒地区の住民をはじめ、南部公民館・市民文化会館利用者や隣接の子ども

未来園に通う親子など、より多くの市民の利活用が見込まれる。 

 

【概略スケジュール】  

令和６年１０月  一般競争入札 

令和６年１１月  工事着工 

令和７年 ３月  工事完了 

令和７年 ４月  供用開始（予定） 

 

【要求額の積算内容】 

＜歳出＞ 

 改修工事監理業務委託料                                  ２，２８８千円 

改修工事請負費                     ６４，０２０千円 

備品購入費（事務用机及び椅子、折り畳み机等）       ４，４００千円 

        計                    ７０，７０８千円 

 

 ＜歳入＞ 

 羽黒地区拠点施設改修事業債 ４８，０００千円 
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教育部 学校教育課 

《一般会計》 

○ 特別支援教育就学奨励費の支給項目拡充（小学校就学援助、中学校就学援助） 

補正予算要求額 （小学校就学援助） １２５千円  

（中学校就学援助）  １４千円  

 

【補正理由】 

犬山市が実施する特別支援教育就学奨励費とは、市内小中学校の特別支援学級に就

学する児童生徒の保護者及び通常学級に就学する学校教育法施行令第２２条の３に規

定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者に対し、就学に関する費用を支給する

制度である。 

現在支給している項目は、学用品費・通学用品購入品費、学校給食費、校外活動費

等であり、国庫補助金対象となる児童生徒の通学に関する交通費を支給項目としてお

らず、家庭の負担が生じている。 

そのため、新たに通学費を支給項目として追加し制度の充実を図るため、増額の補

正予算を計上する。 

 

【内容】 

通学費を支給項目として追加し、通学にかかる交通費を新たに支給する。なお、通

学費の支給は、令和６年１０月以降に必要な経費を対象とする。 

特別支援教育就学奨励費の交通費の対象となる児童生徒は、児童生徒の心身の発達

段階、障害の状態・特性等により通常の通学方法（徒歩、通学班等）での登下校が困

難である者で、学校に認められた個別の方法（公共交通機関、自家用車等）で通学す

る者とする。 

支給する交通費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法によるものとし、保護者

からの申請及び学校からの報告に基づき算定する。 

 

【効果】 

 これまでは児童生徒の通学にかかる交通費は家庭の負担となっていたが、特別支援

教育就学奨励費として支給することにより、家庭の負担軽減が図られる。 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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【概略スケジュール】  

令和６年１０月  制度の再周知、申請受付 

    １１月  対象区分を保護者に通知 

令和７年 １月  特別支援教育就学奨励費 第１回目支給（主に前期分） 

     ３月  特別支援教育就学奨励費 第２回目支給（主に後期分） 

 

【要求額の積算内容】 

 ＜歳出＞ 

 ９款２項２目１９節 （小学校費） 

 特別支援教育就学奨励費 扶助費   １２４，５６０円（９人分） 

９款３項２目１９節 （中学校費） 

 特別支援教育就学奨励費 扶助費    １３，９２０円（１人分） 

 

＜歳入＞ 

 １５款２項６目１節 （小学校費国庫補助金）  

 特別支援教育就学奨励費補助金     ６２，２８０円（補助率５０％） 

 １５款２項６目２節 （中学校費国庫補助金）  

 特別支援教育就学奨励費補助金      ６，９６０円（補助率５０％） 
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教育部 学校教育課 

《一般会計》 

○ 城東中学校整備基本設計プロポーザル審査、アスベスト調査、測量 

（城東小学校整備、城東中学校整備） 

      補正予算要求額 （城東小学校整備） △６，１１６千円  

（城東中学校整備）  ７，４４８千円  

 

【補正理由】 

現在、城東中学校・城東小学校の整備方針をまとめる基本構想の策定を進めてい

る。基本構想策定後に基本設計業務に着手するため、基本設計業者を選定するための

プロポーザル審査に係る委員報酬・旅費を補正予算計上する。 

また、設計に必要となるアスベスト事前調査費用を補正予算計上する。 

なお、城東小学校整備に予算計上した城東小学校・城東中学校測量調査について、

当初は城東小学校・城東中学校を一体的に整備をする計画としていたが、小・中学校

それぞれの校舎の耐力度調査の結果、城東中学校の整備（改築及び長寿命化、グラウ

ンド造成）を先に進めることとしたため、測量業務が城東中学校に限定されることか

ら、小学校費から中学校費に予算を組み替える。 

 基本設計業務については、業者を選定するプロポーザルを実施する上で、予算の担保

が必要となることから、債務負担行為を設定する。 

 

【内容】 

・城東中学校整備基本設計業務の受託者を決定するためのプロポーザル審査委員報

酬・旅費 

・アスベスト事前調査 

・城東中学校敷地測量（地上レーザ測量） 

 

【効果】 

 令和７年４月に城東中学校整備基本設計の契約が可能となり、基本設計の委託期間

が十分確保できる。また、設計に必要となるアスベスト事前調査を実施することで、

スムーズに設計作業を進めることができる。 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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【概略スケジュール】  

令和６年１０月 アスベスト事前調査 

城東中学校敷地測量業務（地上レーザ測量） 

     １２月 基本構想の策定 

令和７年 １月 城東中学校整備基本設計 第１回プロポーザル審査委員会 

プロポーザル募集 

     ２月 城東中学校整備基本設計 第２回プロポーザル審査委員会 

     ３月 城東中学校整備基本設計 第３回プロポーザル審査委員会 

     ４月 城東中学校整備基本設計受託業者決定、契約・着手  

 

【要求額の積算内容】 

 ・城東中学校整備基本設計プロポーザル審査委員報酬 

    ７，２００円×５人×３回＝１０８，０００円 

 ・城東中学校整備基本設計プロポーザル審査委員旅費 

    １４，０００円（３人分）  

 ・城東中学校アスベスト事前調査委託 

    ２，５３０，０００円×１．１＝２，７８３，０００円 

 ・城東中学校敷地測量業務委託 

    ４，１３０，０００円×１．１＝４，５４３，０００円 

 ・城東中学校整備基本設計 

   ３７，６１０，０００円×１．１＝４１，３７１，０００円（債務負担行為） 

 ※当初予算で計上した９款２項３目 城東小学校整備の測量調査委託料を減額し、９

款３項３目 城東中学校整備に組み替える。 
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教育部 文化推進課 

《一般会計》 

○ 図書館非常用発電機更新工事（図書館営繕） 

補正予算要求額 ４１，３６０千円  

 

【補正理由】 

市立図書館屋上に設置している非常用発電機よりオイル漏れが発生していることが

令和６年４月に確認され、応急処置を行った。この非常用発電機は開館当初から設置

され、３０年以上が経過している。非常用発電機からは、消火栓ポンプ、泡消火ポン

プ、排煙ファン等の防災設備及びエレベータ―などに送電されており、万が一故障し

た際には、非常時における安全性の確保ができなくなる。利用者の安全確保及び安定

した施設運営の維持を図るため、非常用発電機更新を行うもの。 

また、非常用発電機は受注生産であり、納品までに長期間必要となり、完了が令和

７年度にかかる見込みである。そのため、繰越明許費を合わせて設定する。 

 

【内容】 

図書館非常用発電機の老朽化に伴う更新工事 

 

【効果】 

 利用者の安全性確保及び安定した施設運営の維持を図ることができる。 

 

【概略スケジュール】  

令和６年１０月  入札及び契約 

    １１月～ 非常用発電機更新工事 

 令和７年 ９月  更新完了、使用開始 

 

【要求額の積算内容】 

＜歳出＞  

９款５項５目１４節  

図書館非常用発電機更新工事請負費 ４１，３６０千円 

 

＜歳入＞ 

２２款１項７目３節  

図書館非常用発電機更新事業債  ３１，０００千円 
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都市整備部 都市計画課 

《一般会計》 

○ 組合施行の土地区画整理事業に向けたまちづくり基本調査（都市計画推進） 

補正予算要求額 １３，３２１千円  

 

【補正理由】 

国道４１号南側の五郎丸東一丁目地区は、国道４１号６車線化の効果を活かし、商

業施設の立地や定住人口の確保に繋げるため、犬山市都市計画マスタープランにおい

て、市街化区域編入による住居系市街地の形成を検討する地区に位置づけている。 

また、当該地区で計画された道の駅の白紙に伴い、組合施行の土地区画整理事業に

よる住居系の市街化区域への編入を目指し、地権者等との勉強会を立ち上げ、６月１

６日に第１回まちづくり勉強会を開催した。 

勉強会において、地権者等で組織される「（仮称）五郎丸東一丁目地区まちづくり

準備委員会」への参加者募集を行い、８月１０日に第１回準備委員会を開催するに至

った。 

土地区画整理組合の設立に必要な発起人会の結成や、地権者の合意形成に向けて、

スピード感を持って、切れ目なく取り組みを進めることが重要であり、地権者等のま

ちづくりに対する理解や機運を高め、土地区画整理事業に向けた調査に着手する必要

がある。 

 

【内容】 

地区の現況及び課題の整理、まちづくりの基本方針、土地利用構想、概算事業費等

の検討のほか、その検討過程におけるまちづくり準備委員会や勉強会の開催支援に係

る業務を委託するための経費を計上する。 

 

【効果】 

 地権者等の有志が中心となって土地利用などのイメージを具体化することで、まち

づくりへの理解や機運を醸成し、組合設立の前身となる発起人会の結成に向けた取り

組みを推進することができる。また、この事業に関心、興味がある民間事業者に対す

る情報の発信力を高めることができる。 

 

（次ページへ続く） 
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【今後の取組予定】  

令和６年度 まちづくり基本調査 

令和７年度 発起人会の結成（仮同意書の収集） 

※まちづくり準備委員会及び勉強会は、適宜開催  

 

【要求額の積算内容】 

 まちづくり基本調査業務委託料  １３，３２１千円 
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名称等

実施期間 9月1日 (日) ～ 同日 時間 13:30 ～ 15:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 9月7日 (土) ～ 同日 時間 14:00 ～ 15:30

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 9月11日 (水) ～ 10月27日 (日) 時間 9:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 9月14日 (土) ～ 同日 時間 9:00 ～ 11:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 9月21日 (土) ～ 9月30日 (月) 時間 0:00 ～ 0:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 9月26日 (木) ～ 1月0日 時間 7:30 ～ 8:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 9月28日 (土) ～ 1月0日 時間 9:30 ～ 16:00

場所

担当所属

主催

犬山市・犬山警察署

防災人材育成講座

市役所　会議室

防災交通課

犬山市

市内一円

防災交通課

犬山市・犬山警察署

地域総ぐるみ街頭大監視

市内一円

防災交通課

犬山市教育委員会

青塚古墳を見守る会(古墳の草刈りボランティア活動)

青塚古墳史跡公園

歴史まちづくり課

青塚古墳を見守る会

秋の全国交通安全運動

シンエイライフ犬山ライブラリー（市立図書館）　２階学習室

文化推進課

犬山市教育委員会

犬山市文化史料館企画展「城下町今昔―犬山の文化―」

城とまちミュージアム（犬山市文化史料館本館）

歴史まちづくり課

６　令和６年１１月末までの主な行催事

子ども俳句教室　秋の回

シンエイライフ犬山ライブラリー（市立図書館）　２階ボランティアルーム

文化推進課

犬山市教育委員会

暮らしの法律セミナー「やさしい相続と遺言」
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名称等

実施期間 9月29日 (日) ～ 同日 時間 10:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 10月14日 （祝） ～ 同日 時間 14:00 ～ 15:30

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 10月16日 (水) ～ 11月24日 (日) 時間 9:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 10月16日 (水) ～ 同日 時間 0:00 ～ 0:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 10月26日 (土) ～ 10月27日 (日) 時間 0:00 ～ 0:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 10月26日 (土) ～ 10月27日 (日) 時間 10:00 ～ 16:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 10月26日 (土) ～ 10月27日 (日) 時間 17:00 ～ 17:30

場所

担当所属

主催

シンエイライフ犬山ライブラリー（市立図書館）　２階ブックキャンプ

文化推進課

犬山市教育委員会

犬山祭企画委員会

River to Summit2024

木曽川河畔遊歩道ほか

観光課

木曽川中流域観光振興協議会

ぬいぐるみおとまり会

木曽川河畔遊歩道

観光課

犬山市、各務原市

からくり町巡り(予定)

犬山城下町

観光課

犬山市

ミニ企画展「青塚古墳ガイダンス施設　館蔵品写真展（仮）」

青塚古墳史跡公園

歴史まちづくり課

犬山市教育委員会

木曽川鵜飼納め式

犬山市民文化会館

文化推進課

犬山市教育委員会

音楽の絵本～ブリージー～

犬山市民文化会館

文化推進課

第49回犬山市民芸能祭
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名称等

実施期間 10月26日 (土) ～ 1月0日 時間 14:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 10月27日 (日) ～ 11月4日 （休） 時間 9:00 ～ 15:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 10月30日 (水) ～ 12月3日 (火) 時間 9:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 11月4日 （休） ～ 同日 時間 9:30 ～ 10:30

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 11月4日 （休） ～ 同日 時間 10:30 ～ 16:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 11月9日 (土) ～ 同日 時間 14:00 ～ 15:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 11月10日 (日) ～ 1月0日 時間 9:00 ～ 12:00

場所

担当所属

主催 犬山市

シンエイライフ犬山ライブラリー（市立図書館）　２階学習室

文化推進課

犬山市教育委員会

総合防災訓練

犬山西小学校

防災交通課

犬山観光プロモーション協議会

みんなあつまれおはなし会

シンエイライフ犬山ライブラリー（市立図書館）　２階ブックキャンプ、ボランティアルーム、視聴覚室

文化推進課

犬山市教育委員会

契約と消費者トラブルセミナー「卒業後に困らないために知っておこう！注意したい消費者トラブル」

城とまちミュージアム（犬山市文化史料館本館）

歴史まちづくり課

公益財団法人 犬山城白帝文庫

観光写真コンテスト表彰式（予定）

城前観光案内所

観光課

犬山市

第70回犬山市民展

犬山市南部公民館

文化推進課

犬山市・犬山市教育委員会

犬山城白帝文庫特別展「犬山城―公園から始まる新たな歩み―」

福祉避難所開設訓練

城東第二子ども未来園

防災交通課
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名称等

実施期間 11月16日 (土) ～ 同日 時間 13:30 ～ 15:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 11月23日 （祝） ～ 同日 時間 13:00 ～ 15:45

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 11月23日 （祝） ～ 同日 時間 13:30 ～ 15:00

場所

担当所属

主催

名称等

実施期間 11月24日 (日) ～ 同日 時間 10:00 ～ 17:00

場所

担当所属

主催

犬山市教育委員会

多文化交流マルシェ

犬山駅東からくり時計広場

多様性社会推進課

犬山市

市民交流センター「フロイデ」

議事課

犬山市議会

斎藤惇夫氏講演会

シンエイライフ犬山ライブラリー（市立図書館）　２階学習室

文化推進課

犬山市民総合大学敬道館公開講座

犬山市民文化会館

文化推進課

犬山市・犬山市教育委員会

市民との意見交換会
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